
   

調 査 計 画 

 

１ 調査の名称（□特定一般統計調査 ■その他の一般統計調査） 

家内労働等実態調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、全国の家内労働者の労働条件及び委託者の委託条件等家内労働の実態を把握し、家内労働対策

を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

 

（２）属性的範囲（■個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  ア 委託者票 

次の事業の種類に属し、家内労働法第２条第３項に規定する委託者（以下「委託者」という。） 

（ア） 食料品製造業 

（イ） 繊維工業 

（ウ） 木材・木製品、家具・装備品製造業 

（エ） 紙・紙加工品製造業 

（オ） 印刷・同関連及び出版業 

（カ） ゴム製品製造業 

（キ） 皮革製品製造業 

（ク） 窯業・土石製品製造業 

（ケ） 金属製品製造業  

（コ） 電子部品・デバイス製造業 

（サ） 電気機械器具製造業 

（シ） 情報通信機械器具製造業 

（ス） 機械器具等製造業 

（セ） その他の製造業（雑貨等） 

イ 家内労働者票 

上記委託者から業務の委託を受けている、家内労働法第２条第２項に規定する家内労働者 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 
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（１）報告者数 

ア 委託者票 

約1,600営業所（母集団の大きさ 約7,000営業所） 

イ 家内労働者票 

約5,300人（母集団の大きさ 約95,000人） 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

ア 委託者票 

令和４年度家内労働概況調査により把握した委託者を母集団とし、委託者の営業所の事業の種類を層

とする層化無作為抽出により選定する（標本設計については、別添１参照）。 

   ※家内労働法において、委託者は家内労働者数等を記載した「委託状況届」を、労働基準監督署を通じ

て都道府県労働局に提出しなければならない旨が定められており、都道府県労働局において毎年10月１

日時点での委託者名簿を整備している。これを集計したものが家内労働概況調査である。 

イ 家内労働者票 

委託者調査対象営業所を第一次抽出単位、当該営業所から業務の委託を受けている家内労働者を第二

次抽出単位とし、営業所は事業の種類、家内労働者は性を層とする層化二段無作為抽出により選定する

（標本設計については、別添１参照）。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

ア 委託者票 

（ア） 営業所に関する事項 

ａ 営業所の名称 

ｂ 営業所の所在地 

ｃ 営業所の主な事業の内容 

ｄ 営業所で家内労働者に委託している主な業務の内容 

ｅ 営業所の常用雇用者数 

（イ） ｆ 営業所が常時委託している家内労働者数委託理由及び委託する仕事量の変動 

ａ 家内労働者に仕事を委託している主な理由 

ｂ 家内労働者に委託している仕事量の１年前と比べた増減及びその主な理由 

ｃ 今後１年間における家内労働者に委託する仕事量の増減及びその主な理由 

（ウ） 委託及び募集等の方法 

ａ 家内労働者に仕事を委託するときの契約方法 

ｂ 不良品の取扱いに関する取り決めの有無及び不良品が生じた場合の対応 
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ｃ 新規に委託する家内労働者の募集方法 

（エ） 工賃の改定状況、工賃決定の要素及び工賃以外の経済的な援助の状況 

ａ 現在の工賃の決定時期 

ｂ 家内労働者に支払う工賃の決定に際して重視する事項 

ｃ 過去１年間における工賃以外の経済的な援助の有無及びその内容 

ｄ 資金移動業者の口座への支払い希望 

ｅ 金融商品取引業者に対する預り金への振込み希望 

（オ） 安全衛生 

ａ 危険有害業務を伴う作業の委託の有無 

ｂ 委託した危険有害業務の具体的な業務内容 

ｃ 委託した危険有害業務に対する具体的な安全衛生対策 

 

イ 家内労働者票 

（ア） 家内労働者に関する一般的事項 

ａ 性別、年齢 

ｂ 現在までの家内労働従事期間 

ｃ 取り扱っている製品の種類 

ｄ 世帯主（主たる家計維持者）との関係 

ｅ 家内労働者が「世帯主本人」の場合の世帯主の就業形態 

f 家内労働者が「世帯主の配偶者」の場合の世帯主の職業及び月収額 

（イ） 就業日数、時間等 

ａ １か月の就業日数、１日の平均就業時間 

ｂ １年前の仕事量と比べた変動状況及び減少した場合の減少理由 

（ウ） 工賃等 

ａ １か月の工賃額 

ｂ １か月の必要経費額 

ｃ 工賃の支払場所及び支払時期 

ｄ 資金移動業者の口座への支払い希望＊ 

ｅ 金融商品取引業者に対する預り金への振込み希望＊ 

（エ） 受託関係 

ａ 原材料、加工品（製品）の受渡場所 

ｂ 委託契約の方法 

（オ） 安全衛生等 

3



   

ａ 仕事場における機械類、原料・材料の使用の有無及び使用状況 

ｂ 機械類、原料・材料の使用上の危害防止措置の取組状況 

ｃ 過去１年間の健康診断の受診状況及び受診していない場合の未受診理由 

ｄ 委託者からの健康診断の受診に対する指導の有無 

ｅ 過去２年間の家内労働における負傷、疾病の状況 

（カ） 家内労働者の就業意識等 

ａ 家内労働に従事する理由 

ｂ 家内労働を選んだ理由 

ｃ 家内労働以外の仕事の有無及び家内労働を始める直前の就業状況 

ｄ 家内労働をする上で困っていることの有無及び内容＊ 

ｅ 現在の家内労働の継続意思及び今後の就業希望 

（「＊」を付した事項については、意識等に関する事項を指す。詳細は、調査票（家内労働者票）を参

照） 

 

〔集計しない事項の有無〕 無□ 有■ 

   営業所の名称、所在地及び法人番号は、事業所母集団データベースに登録し、同データベースを充実さ

せるために用いるものであり、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

令和５年９月 30日現在。 

ただし、委託者票のうち調査項目の一部については、令和４年10月１日から令和５年９月30日までの１

年間（（エ）ｃ）及び令和５年10月１日から令和６年９月30日までの１年間（（イ）ｃ）とする。 

また、家内労働者票のうち調査項目の一部については、令和４年10月１日から令和５年９月30日までの

１年間（（オ）ｃ、ｄ）及び令和３年10月１日から令和５年９月30日までの２年間（（オ）e）とする。 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア 委託者票 

・配布 

厚生労働省 － 都道府県労働局 － 報告者 

・取集 

 （郵送） 

報告者 － 都道府県労働局 － 厚生労働省 
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（オンライン） 

報告者 － 民間事業者 － 厚生労働省 

 

イ 家内労働者票 

厚生労働省 － 都道府県労働局 － 委託者調査対象営業所 － 報告者 

 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム ■独自のシステム □電子メール）  

□調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

ア 委託者票 

厚生労働省から都道府県労働局を経由して報告者に対し、調査票を郵送により配布し、郵送又はオン

ラインのいずれかでの回答を求める。その際、オンラインで回答する場合の回答用サイトのＵＲＬ，報

告者専用のＩＤ及びパスワードを併せて通知する。 

郵送での回答については、報告者から都道府県労働局を経由して調査票を回収し、オンラインでの回

答については、報告者が所定の回答用サイト上で回答し、民間事業者が回収する。回答用サイトとの通

信は、ＳＳＬ暗号化通信を用い、情報漏えいを防ぐ。 

  イ 家内労働者票 

調査票の配布：厚生労働省から都道府県労働局を経由して委託者調査対象営業所に対して、調査票を

郵送し、委託者調査対象営業所は報告者に対し、調査票を配布する。 

    調査票の回収：委託者調査対象営業所が、報告者から調査票を回収して都道府県労働局に郵送し、都

道府県労働局は調査票をとりまとめて厚生労働省に対し郵送する。 

（民間事業者への業務委託内容） 

 ・オンライン調査票作成、オンライン回答の受付業務、調査票のデータ入力、集計作業、個票の審 

査・疑義照会。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 □１年 □２年 ■３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：令和２年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

令和５年10月１日～同年10月31日 
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８ 集計事項  

別添２を参照 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

（３）公表の期日 

調査結果（８の集計事項。以下同様）の概況及び調査結果を、令和６年３月末までに行う。 

調査結果の概況は厚生労働省ホームページに、調査結果はe-Statに掲載し、厚生労働省ホームページに

は、e-Statへのリンク先を掲載する。 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類  □その他（              ） 

□使用しない  

  本調査は、都道府県労働局において、毎年10月１日時点で整備される委託者名簿を母集団とした調査であり、

調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示においては、日本標準産業分類の中分類を基に作成した調査独自の

産業分類を使用している。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

（１）調査票情報の保存期間 

・記入済み調査票：１年 

・調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：常用 

（２）保存責任者 

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課長 
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別添１ 

家内労働等実態調査の標本設計 

 

１ 母集団について 

・サンプルフレーム 

委託者については、令和４年度家内労働概況調査における委託者名簿、家内労働

者については、それらの委託者から業務の委託を受けている家内労働者である。 

 

・調査の範囲 

《委託者票》 

令和４年度家内労働概況調査における委託者名簿をもとに、次の事業の種類に属

する家内労働法第２条第３項に規定する委託者 

・食料品製造業 

・繊維工業 

・木材・木製品、家具・装備品製造業 

・紙・紙加工品製造業 

・印刷・同関連及び出版業 

・ゴム製品製造業 

・皮革製品製造業 

・窯業・土石製品製造業 

・金属製品製造業 

・電子部品・デバイス製造業 

・電気機械器具製造業 

・情報通信機械器具製造業 

・機械器具等製造業 

・その他の製造業（雑貨等） 

 

《家内労働者票》 

上記委託者から業務の委託を受けている家内労働者。 

 

・母集団の大きさ 

  委託者票は、約 7,000 営業所 

 家内労働者票は、約 95,000 人である。 

  

 

２ 標本設計について 

《委託者票》 

・抽出方法 

委託者の営業所の事業の種類（14 種類）を層とする層化無作為抽出を行ってい

る。 

 

・目標精度及び標本の大きさ 

ある属性をもつ委託者の営業所の割合について、その割合の値にかかわらず、

各層ごとに標準誤差が 4.1％以内になるように次の算式により最小標本数を決定

し、さらに前回の回収率（85.1％）を考慮して算出した約 1,600 営業所。 
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     σ：標準誤差（0.041） 

     N ：母集団営業所数 

     n：標本委託者数 

     p ：ある属性を持つ委託者割合（＝0.5） 

             

 

《家内労働者票》 

・抽出方法 

営業所を第１次抽出単位、家内労働者を第２次抽出単位とし、営業所は事業の

種類（14 種類）、家内労働者は性を層とする層化二段抽出を行っている。 

 

・目標精度及び標本の大きさ 

ある属性をもつ家内労働者の割合について、その割合の値にかかわらず、各層

ごとに標準誤差が 5.0％以内になるように次の算式により最小標本数を決定する。 

ただし、最小標本数が第１次抽出単位における家内労働者数を超えるときは第

１次抽出単位における家内労働者数とする。さらに前回の回収率（77.1％）を考

慮して算出した約 5,300 人。  

 

 

 

     

 

σ：標準誤差（0.05） 

     N ：母集団家内労働者数（ｍ：男、ｆ：女） 

     n：標本家内労働者数（ｍ：男、ｆ：女） 

   Ｐ：ある属性を持つ家内労働者割合 

 

３ 母集団推計を行う場合の推計方法 

業種ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算

出している。 
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4.73%

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計

食料品製造業 128 1.8 70 83 183 1,560 1,743 101 861 962 100% 27% 96 178 274 101 231 332 6.09% 4.99% 4.51%

繊維工業 2,404 17.0 141 166 1,925 19,629 21,554 113 1,153 1,267 100% 22% 182 198 380 113 257 370 7.40% 5.00% 4.60%

木材・木製品、家具・装備品製造業 72 1.5 49 58 86 965 1,051 59 662 720 100% 33% 61 166 227 59 216 275 7.24% 4.99% 4.62%

紙・紙加工品製造業 383 3.5 108 127 398 5,797 6,195 112 1,636 1,748 100% 15% 134 194 328 112 252 364 6.74% 4.99% 4.69%

印刷・同関連及び出版業 178 2.2 82 97 155 2,621 2,776 72 1,215 1,287 100% 20% 88 186 274 72 242 314 7.63% 4.99% 4.73%

ゴム製品製造業 258 2.7 95 112 789 5,245 6,034 291 1,938 2,229 71% 13% 160 193 353 208 251 459 4.99% 4.99% 4.39%

皮革製品製造業 190 2.3 84 99 534 1,254 1,788 237 556 793 80% 40% 146 173 319 190 225 415 4.98% 4.99% 3.80%

窯業・土石製品製造業 75 1.5 51 60 88 649 737 60 442 502 100% 45% 62 154 216 60 200 260 7.20% 4.98% 4.47%

金属製品製造業 308 3.0 101 119 807 2,351 3,158 265 773 1,038 79% 31% 161 185 346 209 240 449 4.99% 4.99% 3.93%

電子部品・デバイス製造業 381 3.5 108 127 468 3,691 4,159 133 1,047 1,180 100% 24% 141 190 331 133 247 380 6.18% 4.99% 4.48%

電気機械器具製造業 783 6.2 126 149 1,569 10,995 12,564 254 1,781 2,035 91% 14% 178 197 375 231 256 487 4.99% 4.99% 4.41%

情報通信機械器具製造業 50 1.3 38 45 36 527 563 28 404 431 102% 47% 31 146 177 28 190 218 9.77% 4.97% 4.69%

機械器具等製造業 441 3.9 112 132 735 4,576 5,311 187 1,166 1,353 100% 21% 158 192 350 187 250 437 5.28% 4.99% 4.36%

その他の製造業（雑貨等） 1,366 10.1 135 159 3,368 24,107 27,475 334 2,388 2,722 74% 11% 189 199 388 246 259 505 4.99% 4.98% 4.41%

計 7,017 5.4 1,300 1,533 11,141 83,967 95,108 2,246 16,020 18,266 87% 21% 1,787 2,551 4,338 1,949 3,316 5,265 2.23% 2.06% 1.84%

※　対象者数は、標本サイズ/前回の回収率（85.1%) ※　対象者数は、標本サイズ/前回の回収率（77.1%)

回収率 85.1% 回収率 77.1%
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n： 標本サイズ
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Ｐ： 特定の属性を持つ家内労働者の割合

Ｎ*： 母集団家内労働者数（令和元年度家内労働概況調査）（*：m男、f女）
n*： 標本サイズ（*：m男、f女）
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令和５年度家内労働等実態調査 集計事項 

 

【委託者票】 

Ⅰ 営業所に関する事項 

（１） 業種、業務内容別委託者数及び割合 

（２） 業種、雇用者規模別委託者数及び割合 

（３） 常時委託している家内労働者規模別、委託業務別委託者数及び割合 

 

Ⅱ 委託理由及び委託する仕事量の変動 

（４） 業種、委託理由別委託者数及び割合 

（５） 業種、過去 1年間の委託量変動状況別委託者数及び割合 

（６） 業種、委託量減少理由別委託者数及び割合 

（７） 業種、今後１年間の委託量変動見込み別委託者数及び割合 

（８） 業種、減らしたい又は中止したい理由別委託者数及び割合 

 

Ⅲ 委託及び募集等の方法 

（９） 業種、委託契約方法別委託者数及び割合 

（10） 業種、不良品の取扱い取り決めの有無、取扱い状況別委託者数及び割合 

（11） 業種、家内労働者の募集方法別委託者数及び割合 

（12） 業種、工賃の決定時期別委託者数及び割合 

（13） 業種、工賃決定要素別委託者数及び割合 

（14） 業種、過去 1年間における工賃以外の経済的援助の有無・内容別委託者数及び 

割合 

（15） 業種、資金移動業者の口座への支払い希望別委託者数及び割合 

（16） 業種、金融商品取引業者に対する預り金への振り込み希望別委託者数及び割合 

 

Ⅳ 安全衛生 

（17）  業種、危険有害業務の内容別委託者数及び割合 

（18） 業種、危険有害業務への安全衛生対策内容別委託者数及び割合 

 
 
 
 
 
 
 
 

別添２ 
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【家内労働者票】 

Ⅰ 家内労働者に関する一般的事項 

（１） 業種、性、類型、世帯主との関係別家内労働者数及び割合 

（２） 業種、性、類型、年齢階級別家内労働者数及び割合並びに平均年齢 

（３） 業種、性、類型、経験年数階級別家内労働者数及び割合並びに平均経験年数 
（４） 性、世帯主の就業状況、世帯主の月収額階級別家内労働者数及び割合 
 
Ⅱ 就業日数、時間等 
（５） 業種、性、類型、就業日数階級別家内労働者数及び割合並びに平均就業日数 
（６） 業種、性、類型、１日の就業時間階級別家内労働者数及び割合並びに１人当たりの 

１日の平均就業時間数 

（７）  業種、性、類型、仕事量の変動状況及び理由別家内労働者数及び割合 

 

Ⅲ 工賃等 

（８） 業種、性、類型、月収階級別家内労働者数及び割合並びに１人平均工賃月収額 

（９）  業種、性、類型、１時間当たりの工賃額階級別家内労働者数及び割合並びに平均工賃額 

（10）  業種、性、類型、必要経費の有無別家内労働者数及び割合並びに必要経費額 

（11）  業種、性、工賃の支払場所・工賃の支払い時期別家内労働者数及び割合 

（12） 業種、類型、資金移動業者の口座への支払い希望別家内労働者数及び割合 

（13） 年齢階級、資金移動業者の口座への支払い希望別家内労働者数及び割合 

（14） 業種、類型、金融商品取引業者に対する預り金への振り込み希望別家内労働者数及び割合 

（15） 年齢階級、金融商品取引業者に対する預り金への振り込み希望別家内労働者数及び割合 

 

Ⅳ 受託関係 

（16） 業種、性、原材料・加工品の受渡し場所別家内労働者数及び割合 

（17） 業種、性、類型、委託契約方法別家内労働者数及び割合 

 

Ⅴ 安全衛生等 

（18） 業種、性、機械・原材料の使用有無及び種類別家内労働者数及び割合 

（19—1）業種、性、機械及び原材料、危害防止措置の有無及び理由別家内労働者数及び割 

合 

（19—2）性、使用機械及び原材料、危害防止措置の有無及び理由別家内労働者数及び割合 

（20—1）業種、性、健康診断の受診の有無、委託者の指導の有無別家内労働者数及び割合 

（20—2）機械及び原材料、健康診断の受診の有無、委託者の指導の有無別家内労働者数及 

び割合 

（21—1）業種、性、負傷・疾病発生の有無別家内労働者数及び割合 
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（21—2） 使用機械及び原材料、負傷・疾病発生の有無別家内労働者数及び割合 

(22-1） 業種、性、負傷の状況、診察の有無別家内労働者数及び割合 

(22-2） 使用機械・原材料、負傷の状況、診察の有無別家内労働者数及び割合 

(23-1） 業種、性、疾病の状況、診察の有無別家内労働者数及び割合 

(23-2） 機械及び原材料、疾病の状況、診察の有無別家内労働者数及び割合 

Ⅵ 家内労働者の就業意識等 

（24） 業種、性、類型、家内労働に従事する理由別家内労働者数及び割合

（25） 業種、性、類型、家内労働を選んだ理由別家内労働者数及び割合

（26） 業種、性、家内労働以外の仕事の有無、家内労働を始める直前の状況別家内労働者数

及び割合 

（27—1）業種、性、類型、家内労働をする上で困っている内容別家内労働者数及び割合 

（27—2）業種、性、家内労働を継続したい、困っている内容別家内労働者数及び割合 

（27—3）業種、性、家内労働をやめたい、困っている内容、今後したいこと別家内労働者数及び割合 
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委託者票 家内労働者票

回収率 回収率

令和２年
　　家内労働等実態調査（家内労働者・委託者）

85.1% 77.1%

平成２９年
　　家内労働等実態調査（家内労働者・委託者）

89.9% 79.1%

平成２６年
　　家内労働等実態調査（家内労働者・委託者）

82.5% 66.6%

平成２３年
　　家内労働等実態調査（家内労働者・委託者）

85.1% 76.5%

平成１８年
　　家内労働等実態調査（家内労働者）

- 91.5%

平成１７年
　　家内労働等実態調査（委託者）

93.5% -

平成１５年
　　家内労働等実態調査（家内労働者）

- 91.7%

平成１４年
　　家内労働等実態調査（委託者）

92.7% -

平成１２年
　　家内労働等実態調査（家内労働者）

- 98.8%

平成１１年
　　家内労働等実態調査（委託者）

100.0% -

(注)平成１３年及び１６年は在宅就業に関する実態調査を実施

調査年及び調査の名称

家内労働等実態調査の調査票回収率の推移
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